
 

      住宅の耐震診断・耐震補強 

平成２３年度、大東市において補助金の予算組がされています。 

平成２３年度は、耐震補強工事の補助金は５案件の予算が組まれています。

事前相談・事前協議が必要ですので、まずは弊社に御相談を！ 

 

耐震診断費用（一戸建木造住宅にお住まいの場合約５万円の耐震診断が５千円程度の自己負担で受けられます。） 

耐震改修工事に要する費用（耐震改修工事に要する費用１５．２％を補助、世帯主が月額２１万４１千円以下

の場合、２３％を補助 ※ただし、補助金の上限は１戸当たり６０万円まで） 

補助制度の内容 

●補助対象木造住宅 

 □昭和５６年５月３１日以前に建てられた市内にある既存木造住宅 

 □既に居住しているものまたは居住しようとするもの 

 □原則として、昭和５６年５月３１日以前に建築主事の確認を受けて建築されたものまたは建築時期の確認できるもの 

 □耐震の結果、総合評価における上部構造評点が１．０未満のもの 

このほか、補助対象者に関しての条件もあります。詳しくは大東市のウェブサイトまで。 

ご連絡は 株式会社日の出組 までご連絡を 電話０７２－８７２－１２１２ メール hinode‐info＠hinodegumi.co.jp 

次に掲げる要件を全て満たすもの 

他市についても対応可。 写真はあくまで参考です。 


